
【参考２】給付費の額の通知について【幼稚園・認定こども園・地域型保育事業のみ】 
 

私立保育所以外のすべての給付対象施設・事業者は、「横浜市特定教育・保育及び特定地域型

保育事業の運営の基準に関する条例」に基づき、教育・保育給付認定保護者に対し、給付費の

額を通知しなければなりません。給付費の額の通知については、１年分をまとめて通知するこ

とも可能となっております。 

 通知例等については、下記ＨＰに掲載がございますので適宜ご確認ください。 

「平成 28 年４月 14 日付『法定代理受領にかかる施設型給付費等の額の支給認定保護者への通

知について（周知）』」 

〈ＵＲＬ〉 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/kosodateshien/shinseido/yoko

/seikyujimu.html 

なお横浜市作成の請求明細作成ソフトでは以下の帳票を作成できますのでご活用ください。

（横浜市請求明細作成ソフトマニュアルより抜粋。）民間企業作成の請求明細作成ソフトについ

ては各事業者にお問い合わせください。 

 

【各児童の実績を通知する場合】 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【月別の実績を通知する場合】 

 

 



 

 


